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弁護士法人中央総合法律事務所では、主として名刺交換をさせていただいた方

を対象とし、有用な法律情報等をお知らせすべく定期的にメールマガジンを発行さ

せていただいております。 

今号では、所有者不明土地問題の関連法とハイブリット型バーチャル株主総会

について取り上げましたので、ご参照いただければ幸いです。 

〈今号の目次〉 

１．所有者不明土地問題を解消するための関連法について 

２．株主総会の転換期－ハイブリッド型バーチャル株主総会を中心に－ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【所有者不明土地問題を解消するための関連法について】 

以下は、事務所ウェブサイトに公表している「所有者不明土地問題を解消するた

めの関連法について」の要約です。 

全文をご覧いただくにはこちらの URL から

（ https://www.clo.jp/column/2886/） 

 

総面積が日本全体の２割を超えるとされる所有者不明土地は、公共工事の実施

や再開発の妨げになるなど、多くの問題を引き起こしています。東日本大震災の

被災地での用地買収が難航し、復興事業の遅れの原因となったことも記憶に新

しいところです。 

このような所有者不明土地問題を解消するための関連法が、４月２１日に成立

https://www.clo.jp/column/2886/


し、同月２８日に公布されました。そこで、今号では、所有者不明土地の問題点に

ついてのこれまでの経緯を整理しつつ、関連法の概要を解説致します。 

 

《所有者不明土地問題を解消するための関連法の主なポイント》 

●改正方針①～所有者不明土地の発生を予防する～ 

・相続登記の申請義務化  

・登記名義人の死亡等の事実の公示  

・住所等の変更登記申請の義務化  

・外国居住者の連絡先の登記事項化  

・土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の新設  

 

●改正方針②～所有者不明土地の利用の円滑化を図る～ 

・所有者不明土地・建物の管理制度の新設  

・共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備  

・隣地等の利用・管理の円滑化を図る制度の新設  

・具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限  

 

＜この記事に関するお問い合わせ先＞ 

弁護士  山村  真吾（ yamamura_s@clo.gr. jp ） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～  

【株主総会の転換期－ハイブリッド型バーチャル株主総会を中心に－】 

以下は、事務所ウェブサイトに公表している「株主総会の転換期－ハイブリッド型

バーチャル株主総会を中心に－」の要約です。 

全文をご覧いただくにはこちらの URL から 



（https://www.clo.jp/column/2884/） 

 

従来の株主総会は、物理的に存在する会場において、取締役等や株主が同じ場

所に集まって行われていました（リアル株主総会）。しかし、新型コロナウイルス感

染拡大防止のための IT 化の要請から、株主が株主総会に IT 等を活用して参加

する方法が取られるなど、株主総会の実施方法が大きな転換期を迎えておりま

す。 

株主が株主総会に IT 等を活用して参加する方法の 1 つとして、リアル株主総会

（物理的に存在する会場で取締役等や株主が同じ場所に集まって行う従来の株

主総会）を開催する一方で、そのリアル株主総会の場所にいない株主もインター

ネットなどの手段を用いて遠隔地から参加または出席する方法があり、これを「ハ

イブリッド型バーチャル株主総会」といいます。 

ハイブリッド型バーチャル株主総会には、インターネット等の手段を用いた株主総

会への関与が法律上の「出席」として扱われるか否かによって、審議等を確認・傍

聴することができる「参加型」と、議決権行使や質問等ができる「出席型」の 2 つ

の形態があります。 

全文では、ハイブリッド型バーチャル株主総会の内容やメリット、留意点などにつ

いて解説しておりますので、是非ご参照ください。 

 

＜この記事に関するお問い合わせ先＞ 

弁護士  西川  昇大（ nishikawa_s@clo.gr.jp ） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～  

※本メールマガジンは、主として弊事務所弁護士と名刺を交換した方に送らせて

いただいております。 

https://u15398734.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=IrSLQUU-2FXrrxH2eXdcjg6TrwZbzDrTU4yyhzncc7GlHxW8igktAgOOwSeBb9n9QgT1eC_kEZG-2FbDVxckNudCJUFUY8dzVLnDUqIZTtdkpmEU0BIp40T5Z248fA4voJJqL-2B6zFzBaMaMd4-2Fb1jZEGEg2xJ5OXuloNNpo7q2bTqjz2K8aZ0frDhWX5h8ZLlW6rldVGg0nUGZAZsgtLmNimL-2B3P1mP6YEezVrMFivJExP1398ooxlEOCkJGCKuUqo-2B0LLJjK6QI3ML74Jz6PXYBqIA9XA907m6vXES4w1O2WfgJpoxDRG-2BgymnEADIgGqO9DxN931H-2FKRkaMFSd6iinqNyZVW02scO65L8lziAlbYr3SqwMknRKeL5TOfIhVG6sp7slk6ZZIz8eelFJYlVOFvIcQIO5CroSz4HeDL2PcsuyzxZSJSohfyrtvkFoBf8kxTYbMXz8xBrjnG1tpIhFT8k4CQYj11Y97C0KolYrK-2FZqRGu4-3D
mailto:nishikawa_s@clo.gr.jp


※本メールアドレスは送信専用のメールアドレスです。このメールに返信しないよう

にお願いいたします。 

 

【配信停止・お問い合わせについて】 

今後、本メールマガジンの配信停止をご希望の方、メールアドレスの変更その他

お問い合わせがございましたら、大変お手数ではございますが、下記メールアドレ

スまでご連絡ください。 

（ clo_mlstop@clo.gr.jp ） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

弁護士法人中央総合法律事務所（ http://www.clo.jp/ ）  

 

（大阪事務所） 

〒530-0047 大阪市北区西天満 2 丁目 10 番 2 号  幸田ビル 11 階（受付 5 階） 

TEL:06-6365-8111 FAX：06-6365-8289 

（東京事務所） 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル 18 階  

TEL:03-3539-1877 FAX:03-3539-1878 

（京都事務所） 

〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8 番  京都三井ビル 3

階  

TEL:075-257-7411 FAX：075-257-7433 
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